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１．事例の概要 

初産婦。妊娠４０週５日、陣痛発来のため入院し、子宮口開大５ｃｍであ

った。入院から約１４時間３０分後、胎児心拍数陣痛図では、心拍数基線細

変動は正常であったが、遅発一過性徐脈が認められた。その約２０分後、子

宮口全開大となった。子宮口全開大から１５分後、胎胞が発露し、医師立会

いのもと助産師が人工破膜を行った。胎児心拍数は努責時に１１０拍／分台

まで下降するが、助産師は胎児心拍の回復はよいと判断した。児頭の位置は

Ｓｐ＋４～５ｃｍまで下降し、その後、胎児心拍数陣痛図では心拍数基線は

頻脈となった。全開大から約１時間３０分後、経腟分娩にて児が娩出された。

羊水混濁はみられず、胎盤病理組織学検査では、胎盤、臍帯の異常は認めら

れなかった。 

児の在胎週数は４０週５日で、体重２４９８ｇであった。臍帯動脈血ガス

分析値は、ｐＨ６．５８２、ＰＣＯ２１３８．３ｍｍＨｇ、ＰＯ２１５．１ｍ

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１２．７ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２９．５ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。出生時、皮膚色は不良であり、筋緊張はみられず、ただちに気管挿管

が行われ、蘇生処置が開始された。アプガースコアは生後 1 分、５分ともに

０点であった。気管内にアドレナリンが投与され、生後１１分に心拍が確認

された。医師は新生児搬送を決定し、生後１時間２２分、ＮＩＣＵに入院し
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た。自発呼吸はみられず、人工呼吸器が装着された。皮膚色は良好であった

が、筋緊張はなく、対光反射もみられなかった。新生児仮死による代謝性ア

シドーシスの状態であると診断され、炭酸水素ナトリウムが投与された。生

後３日、大泉門の膨隆が認められた。頭部超音波断層法では、出血の所見は

認められなかったが、ＲＩ値の上昇が認められ、脳圧降下剤の投与が開始さ

れ、膨隆は軽減した。頭部ＣＴスキャンでは、低酸素性虚血性脳症に引き続

くびまん性脳浮腫と診断された。生後２２日、頭部ＣＴスキャンでは、重篤

な分娩時低酸素性虚血性脳症、基底核壊死、視床壊死、多嚢胞性脳軟化症と

診断された。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医１名（経験２２年）、産

科医１名（経験３年）と、助産師３名（経験２年、２年、６年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、低酸素状態が徐々に悪化し胎児低

酸素・酸血症となり分娩まで持続したことと考える。低酸素・酸血症の原因

として、胎盤機能不全と物理的な臍帯圧迫による臍帯血流障害の可能性があ

る。胎盤機能の低下による胎児発育不全のため胎児予備能の低下が脳性麻痺

発症の背景因子となった可能性は否定できない。出生後、代謝性アシドーシ

スが持続したことが、脳性麻痺の増悪因子となった可能性は否定できない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠管理は一般的である。入院時の対応は一般的である。その後の胎児心

拍聴取の間隔と、胎児心拍数陣痛図の判読と対応は基準内である。分娩第Ⅰ

期における分娩監視装置の装着間隔は一般的ではない。子宮口９ｃｍ開大の

時点で妊産婦を分娩室に移動させたのは一般的である。胎胞が発露した際、
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助産師が医師の立会いのもとに人工破膜を行ったことは選択肢のひとつであ

る。急速遂娩が可能な状況で努責を促しながら経過をみたことについては当

該分娩機関の判読の通りだとすれば一般的ではないが、家族からみた経過の

通りだとすればこの時の胎児心拍数パターンは判読が難しいことからやむを

得ない。原因不明の新生児仮死で出生した状況で、児娩出後に胎盤を病理組

織学検査に提出したことは一般的である。 

新生児蘇生は一般的である。１０倍希釈アドレナリンの１回の投与量は基

準よりやや少ないが、新生児の状態を観察しながら３回投与したことは基準

内である。新生児搬送を決定した時期および搬送中の対応は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）胎児心拍数陣痛図の判読と対応等について 

医師および助産師は、日本産科婦人科学会周産期委員会の推奨指針を

踏まえた判読法を習熟することが望まれる。また、胎児心拍数に異常波

形が認められた時の対応として、妊娠週数、胎児の異常、臍帯・胎盤・

羊水の異常、分娩進行状況などの背景因子や経時的変化、施設の事情を

考慮して、急速遂娩等を実行する基準について検討することが望まれる。 

（２）トラネキサム酸の投与について 

妊娠中にトラネキサム酸が使用されたが、トラネキサム酸は線溶抑制

薬であり、妊娠と妊娠悪阻による脱水はともに血栓症の危険因子である

ことから、妊娠中は投与しないことが望まれる。 

（３）妊産婦および家族とのコミュニケーションについて 

家族から意見が多くあるため、医療従事者は妊産婦および家族と円滑

なコミュニケーションが行えるよう努力することが望まれる。 
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２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

    判読困難な胎児心拍数パターン事例の研究について     

胎児心拍数陣痛図において、正常基線に一過性頻脈がみられるとする

か、基線頻脈に遅発一過性徐脈がみられるとするか、判読の難しい波形

がみられた。日本産科婦人科学会は、同様のパターンを示す事例を集積

し、前方視的に胎児心拍数パターンから胎児の状態を推測するための研

究を促進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

    特になし。 
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